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様式第２号（第９条関係） 

会議録 

会議の名称 令和６年度第１回ふじみ野市男女共同参画推進審議会  

開催日時 

令和６年７月３１日（水） 

開会時刻 午前１０時 

閉会時刻 午前１１時５５分 

開催場所 ふじみ野市役所本庁舎３階Ａ３０１会議室 

出席した者の氏名 

役職名 氏名 役職名 氏名 

会 長 大河内 玲子 委 員 工藤 陽介 

副会長 斎藤 宏 委 員 吉澤 紀子 

委 員 安 銀柱 事務局 粕谷 直樹 

委 員 池田 美帆 事務局 宮内 弥生 

委 員 尾山 みゆき 事務局 嶋田 恵子 

委 員 加藤 康弘 事務局 水上 博子 

会議の議題 

（１）  ふじみ野市第２次男女共同参画基本計画 実施

報告・事業計画について 

（２）  審議会等の女性の登用状況調査の結果等につい

て 

（３）  女性の審議会等委員の登用促進について 

会議の公開又は非公開の別 公開 

会議の非公開の理由 － 

傍聴人の数 ０人 

会議の内容 別紙のとおり 

会議資料 

（１）  第２次男女共同参画基本計画進捗状況報告書

（令和５年度実績報告・令和６年度事業計画） 

（２）  審議会等の女性の登用状況調査の結果等につい

て 

（３）  女性情報誌「燦」№２８ 

（４）  女性の審議会等委員の登用促進について 

（５）  審議会等の女性の登用状況に係るヒアリング実

施結果 

事務局 市民生活部 市民総合相談室 

議事の確定 

確定年月日 令和６年８月  日 

記名押印 

又は署名 

役職名 

 ふじみ野市男女共同参画推進審議会会長 

大河内 玲子 ○印   

 
 
 
 
 
 



2 
 

別紙  
発言の要旨  

発言者  発言の要旨  
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
大河内会長  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
事務局  
 
事務局  
 
 
大河内会長  
 
 
 
事務局  
 
大河内会長  
 
斎藤副会長  
 
 
 

１ 開会 

本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。 

ただいまより、令和６年度第１回ふじみ野市男女共同参画推進審 

議会を開催いたします。本審議会は８名の委員にご出席いただい 

ており、委員の過半数を超えておりますので審議会は成立してい 

ます。なお、傍聴者はいません。続きまして、大河内会長よりご

あいさつをお願いいたします。 

 
２ 会長あいさつ  
 おはようございます。記録的な暑さが続く中、皆様お忙しいと

ころありがとうございます。  
今、朝ドラで「虎に翼」をやっていますが、とても話題性が高

くて、いろいろな方から「会議とかいろいろな集まりで、これっ

て昔の話じゃなくて今も続いているよね」と言われています。今

回資料を頂いて、女性が一人もいない審議会で、あの情景が今も

行われているのかなと想像しながら見ていました。何とか打破し

ていただければと思います。本日もよろしくお願いいたします。  
 
３ 職員について  
【事務局職員の異動等について説明】  
 

それでは議事に移ります。議長は規定により会長にお願いしま

す。  
 

４ 議事  
議題（１）第２次男女共同参画基本計画実施報告・事業計画に

ついて事務局から説明をお願いします。 

 
【資料１を用いて説明】  

 
質疑を行います。質問のある人は挙手をお願いします。 

 
令和６年度の事業計画で施策番号２２「ビジネス支援の充実」

では、令和５年度の実績報告ではなかった「ビジネス支援講座」

が記載されている。担当課にはどのように伝えているのか。 
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事務局  
 
 
 
斎藤副会長  
 
 
尾山委員  
 
 
池田委員  
 
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
大河内会長  
 
 
 
 
 
大河内会長  
 
 
事務局  
 
大河内会長  
 
尾山委員  
 
 
 
 
 

事業計画は、各担当課に提出してもらっている。男女共同参画

の所管課はヒアリング等でアドバイスすることはあるが、実施す

るように指示をしているものではない。 

 

社会教育委員を長くやっているが、聞いたことがなかったの

で、市民総合相談室の指示が伝わっていないのかと思った。 

 

令和４年度の実績では「ビジネス支援講座」を実施しているの

で、隔年で実施しているのではないか。 

 

令和５年度の実績報告の施策番号１１０で、障がい福祉課は

「市長申立て 年４件」と書いてある。高齢福祉課でも市長申立

てをしていると思うが、件数が記載されていない。報告の仕方は

担当課に任せているのか。障がい福祉課と比較するためにも量的

な報告もしていただけるとよい。市民後見人の人数、男女の内訳

も分かるとよい。 

 

報告の仕方は担当課に任せているが、件数は担当課に確認して

追記する。 

 

では、訂正を加えた上で確定ということでよろしいでしょう

か。報告内容の修正については、お出しいただいた内容を踏まえ

て修正するよう事務局に一任することとしてよろしいでしょう

か。よろしければ事務局において修正した上で、公表することと

してよろしいでしょうか。（異議なし） 

 
議題（２）審議会等の女性登用状況調査の結果等について事務

局から説明をお願いします。 

 

【資料２を用いて説明】  
 

 質疑を行います。質問のある人は挙手をお願いします。 

 

 充て職の範囲を広げるという話があるが、本当に充て職じゃな

いとだめなのかという所から考えてもいいと考えている。個人的

には、まずはいったん、男女の比率を重視して充て職の条件を外

して、女性の推薦をお願いするのも一つかと考えた。  
 また、委員が動かない審議会等もあると思うが、そういった審

議会等にも市が「男女共同参画の世の中なのでお願いします。」
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大河内会長  
 
 
 
大河内会長  
 
 
事務局  
 
大河内会長  
 
尾山委員  
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
大河内会長  
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
大河内会長  
 
 
 
事務局  

と何度も言い続けることで「もしかして私たちの団体は偏ってい

るかもしれない」という認識にも繋がるかもしれない。成果とし

て出るかどうかも重要だが、言い続ける、働きかけ続けることも

意義はあるかなと思う。  
 

審議会等の女性登用状況調査の結果等について、事務局の提出

のとおり確定し、公表することとしてよろしいでしょうか。（異

議なし）  
 

議題（３）女性の審議会等委員の登用促進について事務局より

説明を求めます。 

 
【資料３及び資料４を用いて説明】  
 

質疑を行います。質問のある人は挙手をお願いします。 

 
 学校給食センター運営審議会で、学校に対して女性限定で推薦

依頼をすることに抵抗があるというのは、学校という性質からだ

と思うが、他にも同じような団体があるとしたら、長いスパンで

見て、男女交互に推薦してもらうという依頼の仕方もいいかと思

った。  
 

スポーツ推進審議会の事務局がスポーツ推進委員協議会からの

推薦を毎年男女交互に依頼している。  
 

「依頼文に女性登用促進を」と書いて「女性ばかり」となるの

であれば「現在の構成委員の多い性に対して違う性の方を推薦し

てください」という表現にした方がいいというのもあるのではな

いか。私たちが望んでいるのは両方の性が同じくらいの割合で審

議会を運営していってほしいというものなので。  
 

依頼文書についても、（男女共同参画の所管課が）文例を示し

た方がいいと思っている。  
 
 岡山市の条例が「男女いずれか一方の委員の数が、委員の総数

の１０分の４未満とならないよう選任しなければならない」と他

の市町村に比べて強めの表現だが、効果はあるのか。  
 

調べて後で回答する。 
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安委員  
 
 
 
 
大河内会長  
 
安委員  
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
尾山委員  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
斎藤副会長  
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
事務局  
 

 

 「自治組織集会施設審議会」だが、条例で「自治組織の会長」

と決まっているのなら難しいと思うが、女性の方が施設を使って

いることが多いと思うので、「施設を使っている人」などとすれ

ば変わるのではないか。 

 

現在、ふじみ野市の自治会長は全員男性なのか。 

 

 女性委員が０人の状況を変えるには、条例を変えるか、女性の

自治会長を増やすしかない。 

 

女性の自治会長はいるが、自治組織のトップである「自治組織

連合会」は男性のみ。「自治組織集会施設審議会」は歴代の自治

組織連合会の方が委員になっているので、全員男性となった。担

当課としては、制度設計はトップの組織で決めるしかないが、施

設の管理運営等については、自治組織には女性がいるのでそこか

ら意見を吸い上げるようにしたいとのこと。 

 

 条例が「自治組織の会長」となっているのであれば、トップの

組織の方でなくてもセカンドの組織から出してもいいのではない

か。 

ただ、（男女共同参画所管課の）働きかけを受けて、担当課も

「女性を含めたみなさんの意見を吸い上げて来ていただこう」と

いう意識を持って動いているというのは、男女共同参画の成果で

あって、審議会の回し方などにいい影響が出ているのではない

か。数字に出ることだけが全てではないと思っていて、数字に表

れない成果なのではないかと思った。 

 

 市の方針としてすべての依頼先に（女性登用促進について）付

記すると書かれているが、共通の資料を作成する予定はあるか。 

 

 ヒアリングで、男女交互に依頼するとか、依頼先によっては付

記を躊躇するという担当課があったが、書き方については、ひな

形を示したい。 

 群馬県渋川市の要綱で具体的に規定されていたので、参考にし

たいと思っている。 

 

先ほどご質問があった岡山市の登用率は、令和５年度で４４．

３％です。 
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大河内会長  
 
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 資料に修正がなければ、審議会等の女性登用状況調査の結果等

について、事務局の提出のとおり確定し、公表することとしてよ

ろしいでしょうか。（異議なし） 

 以上で、議事を終了にします。ご協力ありがあとうございまし

た。進行を事務局にお返しします。 

 

５ 閉会 

ありがとうございました。 

なお、今後の予定といたしまして、第２回の審議会を令和７年

１月３０日（木）に予定しておりますので、よろしくお願いいた

します。 

以上で、令和６年度第１回ふじみ野市男女共同参画推進審議会

を終了します。長時間にわたり、ありがとうございました。 

 

 


